
御所市手話に関する条例 

 言語は、お互いの感情をわかり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なも

のであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語と異なる言語であり、

手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、

コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、

文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。 

 障害者の権利に関する条約（平成２６年条約第１号）や障害者基本法（昭和４５年

法律第８４条）において、手話が言語として位置づけられている。この認識に基づき、

市民が手話への理解を深め、また、手話を用いて安心して暮らせる共生社会の実現を

目指し、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、手話は言語であるとの認識に基づき、基本理念を定め、市の責

務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話を必要とする市民の

社会参加を保障し、全ての市民が共生することのできる社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「ろう者」とは、聴覚に障害があり手話を言語として日常

生活又は社会生活を営む者をいう。 

（基本理念） 

第３条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話がろう者による情報の取得、意

思の表示及び他者との意思疎通の手段として必要な言語であるという基本的な認

識の下に行わなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念にのっとり、市民の手話への理解の促進及び手話の普

及を図り、日常生活及び社会生活において手話を使いやすい環境を整備するための

施策を推進するものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、第３条の基本理念にのっとり、手話への理解を深め、市が推進する

施策に協力するよう努めるものとする。 

２ ろう者は、第３条の基本理念にのっとり、市が推進する施策に協力するよう努め

るとともに、手話の意義及び手話への理解の促進並びに手話の普及に努めるものと

する。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、第３条の基本理念への理解を深め、市が推進する施策に協力する

よう努めるとともに、ろう者に対してサービスを提供するとき、又はろう者を雇用

するときは、手話の使用に関して合理的な配慮を行うよう努めるものとする。 

（施策の推進） 

第７条 市は、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。 

 (１) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策 

(２) 手話による意思疎通の支援に関する施策 



(３) 手話による情報取得に関する施策 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める施策 

２ 市は、前項各号に規定する施策を推進するに当たって、福祉についての施策に関

する市の計画と調和を保ちながら推進するよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第８条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう

努めるものとする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 


